
野田市教育委員会公告第１号 

 

野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２１年野田

市条例第７号）第５条の規定により野田市立せきやど図書館及び野田市関宿コ

ミュニティ会館に係る指定管理者の指定をしたので、同条例第９条の規定によ

り次のとおり公告する。 

 

  令和６年３月２６日 

 

                 野田市教育委員会教育長 染谷 篤 

 

 

 

 公の施設の名称 
野田市立せきやど図書館 

野田市関宿コミュニティ会館 

指

定

管

理

者 

 所 在 地  東京都文京区大塚三丁目１番１号 

 名   称 
株式会社図書館流通センター 

  代表取締役 谷一 文子 

 指 定 の 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 


